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国立大学法人鳴門教育大学参与規程

平成３０年６月６日

規程第 １９ 号

（趣旨）

第１条 この規程は，国立大学法人鳴門教育大学（以下「本学」という。）の参与に関し

必要な事項を定める。

（定義）

第２条 本学に，参与を置くことができる。

２ 参与は，学長の求めに応じ，本学の運営に関する重要事項等について外部の立場か

ら学長に進言し，又は助言を行う。

（選考）

第３条 参与は，大学運営についての広い見識と経験を持つ学外者から，学長が選考及

び委嘱する。

２ 学長は，参与を置いた場合は，教育研究評議会に報告する。

（委嘱期間）

第４条 参与の委嘱期間は１年とし，再任を妨げない。ただし，年度の途中に参与となっ

た者の委嘱期間は，当該年度の３月３１日までとする。

（謝金）

第５条 参与が，本学の会議等に出席する場合は，国立大学法人鳴門教育大学謝金取扱

要項に従い謝金を支給することができる。

（事務）

第６条 参与に関する事務は，総務課において処理する。

附 則

この規程は，平成３０年６月６日から施行する。


